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消防組合人事行政の運営等の
状況を公表します

　人事行政の公平性と透明性を
高めることを目的に，宇部・山
陽小野田消防組合の職員数や職
員の給与など，人事行政の運営
等の詳細を消防局ホームページ
に掲載しています。
◦問い合せ先

宇部・山陽小野田消防局
（☎ 21-6112）

http://www.ube-sansho119.jp/

【問い合せ先】社会福祉課（☎ 82-1174）

　どなたでも参列できます。献花用の花は若干
用意していますが，数に限りがありますので，
できるだけ持参してください。戦没者に追悼の
意を表し，平和の祈りを捧げましょう。

〈ところ〉市民館 文化ホール

山陽小野田市戦没者追悼式

高齢者向け臨時福祉給付金の
申請期限が迫っています

　申請に必要な書類は，5 月末に
郵送しています。期限を過ぎると
受け付けることができませんので，
必ず期限内に提出してください。
※詳しくはお問い合せください。
◦申請期限

9 月 1 日㈭（消印有効）
◦問い合せ先

社会福祉課（☎ 82-1154）

小規模修繕工事希望者登録制度
の新規・更新受付

■小規模修繕工事の発注の範囲
市が発注する小規模な修繕等
で，予定価格が 1 件あたり 30
万円未満の工事

◦登録の条件
◦市内に主たる営業所（本社，本

店）を置く事業者であること
◦契約を締結する能力を有しな

い者および破産者でないこと
◦建設工事等指名競争入札参加資格

者名簿に登録されていないこと
◦希望する業種を履行するため

に必要な資格，免許等を有し
ていること

◦市税を滞納していないこと
◦登録方法
　申請書に関係書類を添えて提出
※申請書等は，市ホームページ

からもダウンロードできます。
◦受付期限　8 月 31 日㈬（必着）

◦問い合せ・提出先
監理室（☎ 82-1180）

〈と　き〉8月21日日 10:00〜

農地の利用状況を調査します

　農業委員会では，毎年全ての
農地の利用状況を調査し，地域
の遊休農地を把握しています。
　8 月から調査員が地域を巡回
し，利用状況を調査しますので，
ご協力をお願いします。

◦問い合せ先
農業委員会（☎ 71-1645）

児童扶養手当・特別児童扶養
手当の現況届

　現況届は，受給者（所得制限に
より支給停止となっている人を
含む）の所得および受給資格につ
いて審査するための大切な手続
きです。期限内に提出がないと 8
月分以降の手当は停止されます。
また，時効により受給資格を失う
こともあります。現況届および証
書等の必要書類は，期限までに必
ずご本人が提出してください。

◦届出期間
◦児童扶養手当
　8 月  1 日㈪〜 8 月 31 日㈬

◦特別児童扶養手当
　8 月 12 日㈮〜 9 月 12 日㈪

◦問い合せ・提出先
こども福祉課（☎ 82-1175)

第 1 回せんほろ
〜 1,000 円でホロ酔い

　市内経済の活性化を目的に，
「1,000 円でホロ酔い（通称せん
ほろ）」を開催します。1,000 円
のチケット 1 枚でワンドリンクと
おすすめの 1 品が楽しめます。
◦とき
　8 月 16 日㈫〜 9 月 15 日㈭
◦内容　1 セット 1,000 円× 3 枚
　（余ったチケットの返金不可）
◦販売期限　9 月 15 日㈭
※詳しくは，観光協会事務局（観

光課内）に備え付けのチラシま
たは小野田料飲店組合ホーム
ページをご覧ください。

　http://r.goope.jp/onoda

　ryouinten/

◦問い合せ先
小野田料飲店組合（☎ 84-4317)
山陽小野田観光協会

（☎ 82-1313)


